
加除式書籍とは？ 
◆法改正や最新事例の追加等によって「台本（原本）」の
内容に改正・増補等が生じた場合、その都度発行す
る「追録」（有料）と不要な頁を差し替えることで、内
容を補正・更新できる形態の書籍です。 

　　　　　　　　 ここが魅力 
●何年経っても情報の‘確かさ’と‘鮮度’を保ち続ける
ことができる！ 

●追録の迅速なお届けにより、法改正や増補を見落と
すことなく、常に最新内容で利用できる！ 

●法改正の度に買い換える必要がないため、長期的な
ご利用にあたっては費用負担が少なく経済的！ 

追録は購入しなければならないの？ 

 購入後のメンテナンスは？ 

末永く、安心してご利用いただくために、お客様の疑問にお答えします 

 
東京都港区南青山2_11_17 〒107_8560

担　　当 

ホームページからのお申し込みは 
http://www.daiichihoki.co.jp

商品に関するご照会・お申し込み・ 
追録差し換えのご依頼は 

※お客様の地域を担当する弊社社員へご連絡いただくか、フリーダイヤルをご利用ください。 
※フリーダイヤル（TEL）の受付時間は土・日・祝日を除く9：00～17：30です。 
※FAXは24時間受け付けておりますので、併せてご利用ください。 

検 索 第一法規 

◆常に最新内容でご利用いただけるよう、台本のご購入以
降に発行される追録（有料）のご購読もお願いしています。 

◆追録は、お客様からお届けの停止（購読中止）のご連絡
をいただくまでは継続してお届けいたします。 

◆ご利用条件については、商品ごとの「利用規約（規程）」
でご案内しています。 

◆年間追録代、発行回数等については下記フリーダイヤル
までお問い合わせください。 

◆追録の差し替え作業は、無料で行います。弊社社員が
直接お伺いし、迅速・正確かつ丁寧に加除作業を行い
ます。 

◆その他、書籍のページが欠落した、バインダーが壊
れた等の不都合が生じた場合も、お気軽に下記フリー
ダイヤルまでご連絡ください。 
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計量セットカタログ 

申し込み方法は？　支払いは？ 
◆お申し込み方法は以下からお選びください。 

■下記フリーダイヤルにてお申し込みください。 
■弊社ホームページ 
　※ホームページでは、新刊をはじめ各商品の詳しい
情報をお届けしています。また、フリーワードや
ジャンル別等商品検索機能もご活用いただけます。 

■本カタログと併せてお届けした申込書にご記入の上、
弊社宛にお申し込みください。 

■お客様の地域を担当する弊社社員にお申し込みく
ださい。 

◆お支払い方法（一括払い・分割払い等）やお支払いの
時期については、申込書に記載しています。ご不明な
点は下記フリーダイヤルまでお問い合せください。 

計量実務シリーズをWEBでご覧いただけるようになりました！ 
信頼ある確かな情報はそのままに、電子版で計量実務を強力にサポート！ 

─内容構成（抜粋）─

一般社団法人日本計量振興協会　編集
◎Ａ５判・加除式・全１巻
◎定価 本体９,０００円＋税Q&A編

実務で生じる疑問の解決には…

第1編　総　論

●計量法のあらまし
●計量法の施行機関
●計量法上の取引・証明にはどのよう
な行為が該当するのか
●計量法によって規制を受ける計量
器、受けない計量器
●軽微な修理、簡易修理、修理及び改
造の判断のしかた
●諸外国の計量制度との比較
●認定の経済効果はどのくらいか
●計量行政審議会答申と指定検定機関
の政省令改正について
●自動はかりの特定計量器への指定

第2編　計量単位に関する
Q＆A

●法定計量単位以外の計量単位（非法
定計量単位）の使用
●計量単位記号の正式な表記のしかた
● , , 等の記号の使用
●ポンドからキログラムヘの換算方法
●放射能・放射線の単位

第3編　適正な計量の実施
に関するQ＆A

第1章　商品量目・特定商品
●「特定商品」にはどのようなものが定
められているか
●「特定商品の販売の事業を行う者」とは
●計量法10条の正確計量義務と量目
超過
●密封とはどのような形態なのか
●特定商品と非特定商品で構成されて
いる商品の取扱い
●冷凍食品の定義と量目検査における
計量方法
●離水性のある商品の取扱い
●特定商品の範囲─「加工品」とは─
●特定商品の分類─「個別包装の大根
漬物」─
●特定商品の分類─「塩こしょう」、
「七昧唐辛子」─
●密封したアイスクリーム類の内容量
表記義務
●特定商品の分類─「かまぼこ」─
●家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤等の
商品の範囲・定義
●固形石鹸（台所用、化粧用）の内容量
表示
●医薬品等の内容量表示について

第2章　計量器の使用・管理等
●計量法16条の「使用の制限」に抵触
する事例
●特定計量器の使用方法等に制限はあ
るか
●実用基準分銅の検査体制、質量標準
管理マニュアル
●事業者団体と質量標準管理マニュアル
●質量に関する計量管理
●フラスコ等の体積計の精度確認や自
主点検の方法

第4編　検定・検査に関す
るQ＆A

第1章　型式承認
●型式承認制度は全ての特定計量器に
行われているのか

●型式承認を得るための検査の主体と概要
●型式承認を受けずに検定を受検する
ことはできるか

●型式承認で同一型式に属する修理とは

第2章　検定
●検定に合格した計量器の証明書を発
行することはできるか

●検定に使用する基準器の所有者は問
われるか

●修理済表示はどのような場合に付すのか
〈水道メーター〉
●水道メーターについての特定計量器検定
検査規則のJIS化に関する主な改正点に
ついて

〈はかり関係〉
●自動はかりと非自動はかりの判断基準
●質量計の検定・検査に用いる基準分銅
●質量計の自己補正機構（重力加速度
の補正機能）

●多目量はかりの取扱い
●型式承認をした質量計の封印の方法
〈圧力関係〉
●労働安全衛生法施設設備に使用され
る圧力計の取扱い

●圧力計・連成計の取扱い
〈燃料油関係〉
●燃料油メーターの種類
●自動車等給油メーターに関する自主
点検結果による修理義務の免除

●システム化された計量器の取扱い
●温度換算装置付燃料油メーターの検定方法
〈その他〉
●酒精度浮ひょうについての特定計量器検定
検査規則のJIS化に関する主な改正点につ
いて

第3章　変成器付電気計器検査
●変成器と計器との組合せ
●変成器の有効期間は
●運搬が困難な変成器の出張検査
●実際の電力量の求め方
●スマートメーター（スマートグリッド）

第4章　装置検査
●タクシーメーターについての検定・
検査はどのように行っているのか

●装置検査において検定証印を付する
部分とは

第5章　定期検査
●定期検査の制度と具体的な実施方法
●はかりの定期検査のフローチャート
●定期検査と検定の違い
●所在場所定期検査の申請が必要な場合
●定期検査に車両等を分銅の代わりと
して使用する場合

●食料品のビン詰め工程で最終チェック
に使用するはかりは定期検査が必要か

●宅配運送事業者が取次店に貸与する
はかりの定期検査は

●型式承認表示が付された電気式はか
りで高精度のものの使用中検査

●計量士による代検査の実施時期、代
検査の期間

第6章　計量証明検査

●検定と計量証明検査の違い
●計量証明検査を行う必要のある特定
計量器
●有効期間のある特定計量器の検定の
周期と計量証明検査周期

第7章　基準器検査
●検定・検査に使用する基準器はどの
ように規定されているのか　
●届出製造事業者、届出修理事業者と
なる際の基準器に係る必要書類提出
の方法と基準器検査との関係
●代理人による基準器検査の申請
●基準分銅の基準器検査方法
●質量基準器の使用基準
●基準タンク（燃料油メーター）の基準
器検査の方法
●基準器検査成績書に記載された器差
の補正方法

第8章　立入検査
●指定製造事業者に対する立入検査の
実施
●届出製造事業者、届出修理事業者及
び適正計量管理事業所への立入検査
●立入検査結果と計量法10条との関係
●子メーターと言われる私設メーター
の取扱い
●立入検査における平均値手法とは

第5編　基準・認証に関す
るQ＆A

第1章　基準認証制度とJCSS制度
●基準認証制度とは
●JCSS制度とは
●JCSSの活用事例

第2章　計量標準の供給
●計量標準とは
●トレーサビリティとは

第3章　登録事業者
●登録事業者になるには
●登録手数料について

第4章　指定校正機関
●指定校正機関とは
●指定校正機関になるための手続

第5章　国際MRA対応
●国際相互承認とは
●国際MRA対応認定事業者とは

第6章　その他
●lSO9000と計量標準との関係
●ISO9001:2015(JIS Q 9001:2015)のト
レーサビリティの概要について
●使用中の計量器の精度確認と校正

第6編　事業別官庁等への申請
実務等に関するQ＆A

第1章　特定市
●特定市とは
●特定市が行う計量事務とは
●特定市で必要な条例、規則等

第2章　製造事業
●特定計量器の製造事業を行う場合の手続
●届出製造事業者が保有する設備の性
能とは
●「定期的な校正」とは
●届出製造事業者の記号等の表記方法

●自重計を製造する場合の届出方法

第3章　修理事業
●特定計量器の修理の事業を行う場合
の届出方法

●届出修理事業者の工場の移転等により
届出事項に変更があった場合の手続

第4章　販売事業
●特定計量器を販売するときの手続
●輸入した家庭用特定計量器を国内で
販売するのに必要な手続

第5章　特殊容器製造事業
●特殊容器製造事業を行う場合の手続
●特殊容器製造事業の申請をしたとき
の内容に変更が起きたときの手続

第6章　指定製造事業者
●指定製造事業者になる方法
●品質管理の方法の検査とは
●品質管理の上での「経営者」、「品質
管理推進責任者」とは

●指定製造事業者の体制は
●OEM（相手先商品製品）供給を受けて
他社の製品名で製造することは可能か

第7章　指定定期検査機関・指定計量
証明検査機関・指定検定機
関・特定計量証明認定機関

●指定定期検査機関の指定の基準
●指定計量証明検査機関の指定を受け
る方法

●指定検定機関の指定を受ける方法
●指定検定機関の指定の基準
●指定の内容に変更があった場合の手続

第8章　計量士
●計量士になるための方法は
●計量士の種類と業務内容
●代検査を実施した際の手続と届出方法
●計量士が代検査に使用する基準器の
所有

●計量士が検査を行った計量器に貼付
するシール

第9章　計量証明事業
●一般計量証明事業者になる方法
●環境計量証明事業者になる方法
●特定計量証明事業とは
●計量証明事業規程の作成方法
●計量証明に直尺等を使用することが
できるか

●自動車排ガス中の大気汚染物質濃度
測定は計量証明事業の登録が必要か

第10章　適正計量管理事業所
●適正計量管理事業所になる方法
●適正計量管理事業所の申請の際に記
載する特定計量器

第11章　計量教習（旧計量教習所）
●計量教習とは
●計量教習の内容は
●計量教習の受講資格は

第12章　その他
●事業者に求められる報告とは

第7編　その他の Q&A

●特定計量器検定検査規則のJIS化
●OIML（国際法定計量機関）勧告R87
「包装商品の内容量」の改訂

参考資料
◇計量関係機関・団体一覧

計量器の技術革新への対応や国際規格との整合性を
図ることが求められる今こそ、役立ちます！

■A5判・加除式・全4巻（※分売可）
定価 本体３４，０００円＋税

法令・例規編 事項別解説編 Q&A編



第1章　総　則

◎概　要
計量法の目的／適正な計量の実施の
確保／計量／物象の状態の量／取
引／証明／計量器／特定計量器／計
量器の製造・修理／標準物質／計量
器の校正

第2章　計量単位

◎概　要
◆SI（国際単位系）に係る計量単位
◆SI（国際単位系）単位以外の計量単位
◆10進の倍量・分量単位（10の整数乗
倍単位）を作る接頭語
◆特殊用途の計量単位
◆繊度等の計量単位（省令単位）
◆法定計量単位
◆非法定計量単位とその使用の禁止

第3章　適正な計量の実施

◎概　要
◆正確な計量
◆特定市町村
◆法定計量単位による販売
◆特定商品
◆計量器等の使用制限

◆特殊容器の使用
◆計量器等の使用制限
◆特定計量器の定期検査
◆定期検査に代わる計量士による検査
◆指定定期検査機関

第4章　正確な特定計量器等の供給

◎概　要
◆特定計量器の製造事業
◆特定計量器の修理事業
◆軽微な修理
◆簡易修理
◆検定の有効期間のある特定計量器の
修理

◆特定計量器の販売事業
◆家庭用特定計量器
◆特定計量器の譲渡又は販売の制限
◆特殊容器の製造事業

第5章　検定等

◎概　要
検定等の種類／検定の合格条件／装
置検査／型式承認／指定製造事業者、
指定外国製造事業者／基準器検査／
指定検定機関／利害関係の範囲につ
いてのガイドライン／指定検定機関
が有すべき技術的能力の基準（電気
計器に係る場合を除く。）について

のガイドライン

第6章　計量証明の事業

◎概　要
◆計量証明事業の登録
◆特定計量証明事業の認定
◆特定計量証明認定機関
◆計量証明書
◆計量証明検査
◆指定計量証明検査機関

第7章　適正な計量管理

◎概　要
◆計量士制度
◆適正計量管理事業所

第8章　計量器の校正等

◎概　要
◆特定標準器、特定標準物質
◆特定標準器による校正等
◆指定校正機関
◆登録事業者制度

第9章　雑則・罰則

◎概　要
報告書の提出／立入検査／立入検査
によらない検定証印等の除去／計量
行政審議会／手数料／公示の対象事
項／検定等をすべき期限／不合格等

の理由の通知／聴聞／不服申立て／
計量に関する教習／検定用具等の貸
付け／権限の委任／罰則

第10章　附　則

◎概　要
◆非法定計量単位の使用についての経
過措置

◆ヤード・ポンド法の計量単位の定義
と使用の特例

◆仏馬力の定義と使用の特例
◆非法定計量単位の文書等への表示

〔計量の基礎知識〕
◇日本の計量史（尺、枡、秤）
◇特定計量器の生産及び検定等の状況
◇計量の国際化
〈資料〉定量包装商品計量監督管理規
則（中国語原文／日本語仮訳）

〈資料〉計量関係用語日英対照表
〔制度改正の概要等〕
◇届出済証が貼付されたはかり
◇地方分権一括法による計量法の改正
◇基準認証一括法による計量法の改正
◇特定計量器検定検査規則のJIS化に
関する法令改正の概要

一般社団法人日本計量振興協会　編集
◎Ａ５判・加除式・全１巻
◎定価 本体９,０００円＋税

─内容構成（抜粋）─

─内容構成（抜粋）─

◆─法律　●─政令　◎─省令　○─告示・その他

経済産業省計量行政室　編集
◎Ａ５判・加除式・全２巻
◎定価 本体１６,０００円＋税法令・例規編

根拠法令の確認には…

事項別解説編
計量制度・法令用語の理解には…

法　　令

通　則
◆計量法
●計量法の施行期日を定める政令
●計量法施行令
◎計量法施行規則
◎計量法施行令附則第4条、第5条及
び附則別表第4の規定に基づく質量
計に係る経過措置に関する省令
○計量法施行規則第103条の規定に基
づき経済産業大臣が別に定める特定
計量器の分類
○特定市町村が計量法第19条の定期
検査及び同法第148条の立入検査等
の事務を行う場合に必要となる計量
器並びに器具、機械又は装置及び施
設について

計量単位
●計量単位令
●計量法附則第3条の計量単位等を定
める政令
◎計量単位規則
◎計量法附則第3条の計量単位の記号
等を定める規則

特定商品の販売に係る計量
●特定商品の販売に係る計量に関する
政令
◎特定商品の販売に係る計量に関する
省令

検定・検査
◎特定計量器検定検査規則
○特定計量器検定検査規則の規定に基

づき経済産業大臣が別に定める特定
計量器等について

○特定計量器検定検査規則第74条の3
に規定する第7条第3項第1号の規
定による届出を行う者の使用に係る
電子計算機に係る基準

◎基準器検査規則
◎指定定期検査機関、指定検定機関、
指定計量証明検査機関及び特定計量
証明認定機関の指定等に関する省令

○基準器検査規則の規定に基づき経済
産業大臣が別に定める非自動はかり
等について

○計量法第16条第1項第2号イの規定
に基づく指定検定機関の指定

◎平成23年東北地方太平洋沖地震に
起因して生じた事態に対応するため
の計量法施行規則の特例に関する省令

正確な特定計量器等の供給

○計量法施行規則の規定に基づき経済
産業大臣が別に定める自動車等給油
メーターに係る点検等の基準につい
て

指定製造事業者制度

●計量法附則第19条第1項の日を定め
る政令

◎計量法附則第19条第1項の日を定め
る政令第2項の日を定める省令

◎指定製造事業者の指定等に関する省令
○指定製造事業者の指定等に関する省
令（通商産業省令第77号）に基づく
品質管理の方法の細目

○計量法第16条第1項第2号ロの規定
に基づく指定製造事業者の指定

計量証明
○計量証明に必要な知識経験を有する
ことに関する基準
○ダイオキシン類に係る特定計量証明
事業の認定基準

計量器の校正等
○計量法第134条第1項及び第2項の
規定に基づく、特定標準器等及び特
定の物象の状態の量を現示する標準
物質を製造するための器具、機械又
は装置の指定
○計量法第135条第2項の規定に基づ
く特定標準器による校正等を行う者
等の告示
○計量法関係法令の解釈運用等につい
て
○計量法第135条第1項に規定する指
定校正機関の指定
○計量法第143条の規定に基づく認定
事業者の認定

手数料
●計量法関係手数料令
◎計量法関係手数料規則

計量士
●計量法施行規則第51条第4項及び第
54条第3項の規定に基づき経済産業
大臣が別に定める基準等について

例　規

○指定製造事業者制度関係事務処理要領
○計量単位規則実施要領について
○計量法施行規則、特定計量器検定検
査規則及び基準器検査規則に基づく

外国機関の指定に関する実施要領

○計量法に基づく経済産業大臣の処分

に係る処分基準について

○経済産業大臣の処分に係る標準処理

期間に関する規程

○計量士資格認定に係る実務の基準等

について

○特定計量証明事業者の認定基準等に

係る運用について

○普通電力量計（変成器とともに使用

されるものを除く。）に内蔵されて

いる通信機能のソフトウェアを書き

換える行為に係る計量法上の取扱い

について

（参考）

○計量法関係法令の解釈運用等につい

て

○環境計量関係における代検査制度及

び計量器使用事業場制度の運用につ

いて

○国立研究開発法人産業技術総合研究

所が行う計量法に基づく検定、検査

等及び特定標準器による校正等に関

する規程

○計量行政審議会答申（平成3年8月、

平成10年12月、平成12年12月、平

成14年6月、平成28年11月）

○計量制度検討小委員会報告書（平成

20年4月）

○日本工業規格（JIS D 5609他）

日常生じる疑問から根拠法令の確認、法令用
さまざまな場面でご活用いただけます。
■検定・検査についての疑問解決
■計量証明、品質管理についての疑問解決
■官庁等への届出・申請方法の確認
■計量実務上の判断に迷ったとき
■社内規程の作成や社員教育

計量実務シリーズを
ご活用いただくと
迅速な実務処理が
可能になります！！

「法令・例規編」との

リンクで根拠法令も

すぐに確認できます。

五十
確認した
が一

日常生じる疑問から根拠法令の確認、法令用日常生じる疑問から根拠法令の確認、法令用

日常業務で生じる疑問点とその解決
Q&A形式で具体的に解説していま

計量関係の法令等を
網羅しています。

例えば
●どのような場合に型式承認表示を付すことが
できるのか？
●型式承認を付された特定計量器を修理した場
合の対応は？

法令・例規編

Q

用語の理解まで、計量実務を完全サポート！！

を

内容見本〈縮小〉内容見本〈縮小〉

計量制度や法令用語に
ついて、わかりやすく
解説しています。

十音索引により、
たい用語の該当ページ
一目でわかります。

用語の理解まで、計量実務を完全サポート！！用語の理解まで、計量実務を完全サポート！！

決策を
ます。

「事項別解説編」との

リンクで難解な用語も

すぐに理解できます。

Q&A編

事項別解説編
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